
VIVA! Life Planningまとめ

所得税のしくみと算出の流れ

①各種所得の金額 ②損益通算 ③繰越控除 ④課税標準 ⑤所得控除 ⑥課税所得 ⑦算出税額 ⑧税額控除 ⑨納税額

利子所得 ＝収入金額　⇒源泉分離課税（税率20%） ※損失は生じない

※損失は生じない
1 雑損失の繰越控除

2 純損失の繰越控除収入金額 必要経費( 1)( 2)( 3)
一

(

経

配当所得
＝配当等の収入－負債の利子(*)
(*)株式等を取得するために借入金の利子

不動産所得

① ③ ④

年収2000万円超 ⇒サラリーマンも確定申告が必要

1 基礎控除

2 扶養控除

※損失は生じない 3 配偶者控除

4 配偶者特別控除

5 勤労学生控除 × ＝

6 寡婦（寡夫）控除

7 障害者控除

総
合
課
税

税
額

2 純損失の繰越控除

居住用財産の譲渡損
失の特例（～
H23.12.31）

人
的
控
除

課税総所得金額 税率

・土地・建物の譲渡益以外の所
得と、翌年以降3年間にわたって
繰越控除できる
・前年及び前々年に居住用財産
譲渡に関する特例（3000万円の
特別控除等）を受けていないこと
・住宅ローン控除との併用は可
・売った年、もしくは取得した年の

3

譲渡所得

短期
（5年以下）

長期

＝収入金額－（取得費＋譲渡費用）－特別控除（ 高５０
万円）

＝収入金額－必要経費(*1)(*2)(*3)

事業所得 ＝収入金額－必要経費

給与所得 ＝収入金額-給与所得控除(みなし必要経費)

次
通
算

経
常
所
得

)

不動産所得

一

(

譲
渡
・

二
次
通
算

三
次
通
算

総所得金額

②

7 障害者控除

1 雑損控除

※損失あり⇒所得０ 2 医療費控除

3 社会保険料控除

※損失あり⇒所得０ 4 小規模企業共済等掛金控除

5 生命保険料控除

※損失あり⇒所得０ 6 地震保険料控除

7 寄付金控除

純
損
失
ま
た
は
雑
損
失
の
繰
越

3①

居住用財産の買換え等
の場合の譲渡損失の
損益通算および繰越控
除の特例

・所有期間　５年超(1月1日)
・買換え資産に対する10年以上
の住宅借入金あり（12月31日）

物
的
控
除

売った年、もしくは取得した年の
翌年12月31日までに居住を開始
していること
・合計所得が3000万円を超える
年には適用できない

雑所得

公的年金

公的年金
以外

＝総収入金額－公的年金控除額
　　※マイナスの場合は所得を０とする

＝総収入金額－必要経費

長期
（5年超）

万円）

一時所得 ＝収入金額－必要経費－特別控除（ 高５０万円）

源泉
徴収
税額

申告
納税
額

税額控除
税
額

×１／２

次
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・
一
時
所
得

)

短期
（5年以下）

※損失あり⇒所得０
短期譲渡所得

の金額
課税短期

譲渡所得金額
×

分離税率
39%（所30%+住9%）

＝
税
額

長期
（5年超）

※損失あり⇒所得０
長期譲渡所得

の金額
課税長期

譲渡所得金額
×

分離税率
20%（所15%+住5%）

＝
税
額

山林所得 ＝総収入金額－必要経費－特別控除額（ 高５０万円） 山林所得金額
課税山林
所得金額

× 1/5×税率×5 ＝
税
額
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3② ・所有期間　５年超(1月1日)
・譲渡資産に対する10年以上の
住宅借入金あり（12月31日）
損益通算の限度額

特定の居住用財産の
譲渡損失の損益通算お
よび繰越控除の特例

の住宅借入金あり（12月31日）
・買換え資産の床面積50㎡以上

不動産の
譲渡所得

＝収入金額－（取得費＋譲渡費用）

三

雑損控除および所得控除の順序：

①総所得金額

②土地等に係る事業所得の金額

③短期譲渡所得（一般所得分）

④短期譲渡所得（軽減所得分）

⑤長期譲渡所得（一般所得分）

⑥長期譲渡所得（特定所得分）

⑦ 期譲渡 得 軽減 得分

山林所得 ＝総収入金額－必要経費－特別控除額（ 高５０万円） 山林所得金額
所得金額

× 1/5×税率×5 ＝
額

退職所得 ＝（収入金額－退職所得控除額）×１／２ ※損失は生じない 退職所得金額
課税退職
所得金額

× 税率 ＝
税
額

株式の譲渡所得
＝収入金額－（株式等の取得費＋譲渡費用＋負債の利
子(*)）
(*)株式等の取得に要した借入金の利子

※損失あり⇒所得０ 4
上場株式等に係る譲渡
損失の繰越控除

株式等に係る譲渡
所得等の金額

株式等に係る課税譲
渡所得等の金額

× 分離税率 ＝
税
額

合計所得金額 課税総所得金額 延納 1/2の所得税を納税

課
税

・損益通算の限度額
　　＝住宅ローン残高－売却価
額

三
次
通
算

①総所得金額

②土地等に係る事業所得の金額

③短期譲渡所得（一般所得分）

④短期譲渡所得（軽減所得分）

⑤長期譲渡所得（一般所得分）

⑥長期譲渡所得（特定所得分）

⑦長期譲渡所得（軽減所得分）

⑧株式等に係る譲渡所得の金額

⑨先物取引に係る雑所得の金額

⑩山林所得の金額

⑪退職所得の金額

居住用財産の譲渡損失の特例：

・合計所得金額が3000万円超の場合、その年

のみ繰越控除が適用できない

生命保険料控除：

①一般の生命保険料控除 ： 高５万円

②個人年金保険料控除 ： 高５万円
合計所得 額 課税総所得 額 延納 所得税を納税

配偶者特別控除 1000万円以下の場合に受けることが可能（本人の合計所得） 　配当控除（税額控除） 　⇒残額は5/31まで延期可能
住宅ローン控除 3000万円以下の場合に受けることが可能 　　課税総所得＋配当所得　1000万円以下　⇒　配当所得×10% 利子税が課される
居住用財産の 3000万円以下の場合に受けることが可能 　　課税総所得＋配当所得　1000万円超　　⇒　配当所得×5%
　譲渡損失の特例 口座振替 申告期限までに
寡婦控除/寡夫控除  500万円以下の場合に受けることが可能 　確定申告書を提出
配偶者控除   38万円以下の場合に受けることが可能（配偶者の合計所得） 　口座振替手続き

　　⇒約1ヵ月後に口座引落し
居住用財産を譲渡した場合 個人が居住の用に供している家屋と敷地を譲渡した場合（土地だけの譲渡には適用できない） 利子税は課されない
の特例 譲渡先が、配偶者または直系血族の場合は、生計が別であっても摘要除外とされる

居住しなくなってから３年目の年の12/31までに売ること 予定納税 予定納税基準額　１５万円以上
　⇒　予定納税が必要

3000万円の特別控除 ３年に１度しか適用されない 6/15までに通知あり

・合計所得金額が3000万円超の場合、その年

のみ繰越控除が適用できない

（損益通算は可能）

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除：

・非上場株式の譲渡損失は繰越できない

・株式等に係る譲渡所得等の金額（上場株式

＋非上場株式）から控除し、控除しきれない損

失は、上場株式等に係る配当所得の金額か

ら控除する

①一般の生命保険料控除 ： 高５万円

②個人年金保険料控除 ： 高５万円

地震保険料控除：

①地震保険料控除 ： 全額控除、 高５万円

②損害保険料控除 ： 長期のみ（H18以前）

高１．５万円

※①②両方あり場合は、合わせて 高５万円

3000万円の特別控除 ３年に１度しか適用されない 　　　　6/15までに通知あり
予定納税基準額の1/3ずつ納税

軽減税率 所有期間が１０年を超える場合に税率が軽減される（１月１日で判定） （７月、１１月、３月）
　6000万円以下：14%　　6000万円超：20%

買換特例 所有期間１０年超、居住期間１０年以上／土地５００㎡以下、床面積５０㎡以上、中古物件は築２５年以内
売却価額が取得価値を超える部分にのみ課税される　⇒売却年分の譲渡益は、買い換えたマイホームを将来譲渡するときまで繰り延べられる
売却金額＜取得価額の場合は、差額を収入金額として譲渡所得を計算する
　　収入金額　＝　売却金額　－　取得価額（買い換えた金額）

　　必要経費　＝　（売ったマイホームの取得費＋譲渡費用）×（収入金額／売却金額）

　　譲渡所得　＝　収入金額　－　必要経費

＋非上場株式）から控除し、控除しきれない損

失は、上場株式等に係る配当所得の金額か

ら控除する

３年（増額更生）(*) 修正申告（増額） 更生を受けるまで 過少申告加算税＋延滞税

５年（減額更生） 更生の請求（減額請求） 申告期限後１年以内 －

期限後申告 決定を受けるまで 無申告加算税＋延滞税

還付申告（還付請求） 翌１月１日から５年以内 －

(*)仮装、隠ぺい等悪質な場合は７年となる

納税者から提出するとき ペナルティ

申告した場合

無申告の場合

更生

決定 ５年(*)

税務署から受ける処置

(*1)不動産所得が赤字となった場合、損益通算が可能であるが、土地の取得に要した負債の利子は損益通算することができない
（例） 不動産所得の赤字　＝　賃料収入　－　（経費＋建物ローン利子＋土地ローン利子）

　→　不動産所得の赤字　＜　土地ローン利子　⇒　損益通算できる空き時はなし

　→　不動産所得の赤字　＞　土地ローン利子　⇒　（赤字　－　土地ローン利子）だけ損益通算可能

(*2)業務の用に供する土地をその土地の上にある建物とともに取得した場合、これらを取得するために要した負債の額は、まず建物の取得に充てられ、ついで土地の取得に充てられたものとして計算することができる。
（例） ・取得価額　土地２０００万円、建物２０００万円　・購入資金　自己資金１０００万円、銀行借入金３０００万円

　→①建物の取得に充当　銀行借入金から２０００万円

　→②土地の取得に充当　銀行借入金から１０００万円＋自己資金１０００万円

(*3)相続等により譲り受けた減価償却資産の取得価額は、その資産を取得したものが引き続いて所有していたものとみなされる。また、H19.4.1以降に取得した建物は、新定額法による。
（例） ・取得価額　建物８０００万円　・相続時の償却残高　３０００万円

→ 減価償却費 ＝ ８０００万円 × 定額法償却率 × （使用月数／１２） ※償却残高ではなく 被相続人の取得価額を使用する　→　減価償却費　＝　８０００万円　×　定額法償却率　×　（使用月数／１２）　※償却残高ではなく、被相続人の取得価額を使用する


